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衆議院は 11 月 21日の本会議で解散され、12 月 14 日の投開票に向けて、日本列島は選挙ムード一

色です。しかしながら、日本国民であり、しっかり働いていて納税までしているのに、選挙権を与え

られていない人々の存在にお気づきでしょうか。その人々は、満 20歳未満の日本国民です。 

 

日本の選挙権は、ご承知のとおり明治以降の長い歴史の中で、先人たちの多大な努力を通じて、徐々

に拡大されてきました。いわば選挙権の獲得が、国民の政治に関する最大の関心事であったわけです。

そして、1945 年に、初めて女性にも選挙権が認められ、なおかつ男性もそれまでの 25 歳以上の年齢

制限が 20歳以上に引き下げられるという、大変革が実施されました。すなわち、『日本国民であり満

20歳以上であること』という選挙権条件が、全国民の熱狂的な歓迎の中で定められたのです。それ以

降、この条件が、今日まで 70年間不変のままに続いてきました。 

 

さて、1945年の選挙権拡大が広く普遍的に実施されましたので、我々は「もう、選挙権拡大の問題

は解決した」と、思考停止の状態に陥ってしまったのかも知れません。そのためか、満 20歳未満の人々

に対する選挙権未付与の問題については、長く議論にのぼることがありませんでした。しかしながら、

この選挙権未付与の現状は、実は、以下のような問題点を抱えています。 

 

① 義務教育終了後成人まで（16歳～19歳）の人々について 

  この人々は、義務教育が終了しているので、既に社会に出て働いて納税している人も多数存在

します。「この人々は、就労や納税の義務を果たしているのに、なぜ選挙の権利が与えられないの

か？」という問いかけに、明解な回答を示すことは困難であると思います。未成年の飲酒や喫煙

は、成長期の身体への悪影響の回避のために認めないという論理は合理性があります。しかし、

未成年だから選挙権を認めないという論理は、義務だけ課して権利を付与しないわけであり、暴

論と言いうるでしょう。 

  今国会において、11月 19日に与野党７党より、選挙権年齢を『18歳以上』に引き下げる公職
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選挙法改正案が衆議院に提出されました。残念ながら先の衆議院解散により、同法案は廃案・再

提出となりましたが、提出実績が示されたことにより、次期国会での法案成立に向けて大きく前

進しました。世界の国々では、『選挙権は 18歳以上』が主流派であり、やっと日本も追いつくわ

けであり、大変に喜ばしいことです。ただ、前述の権利と義務の問題を考える時、なぜ 16歳以上

ではなく、18歳以上なのかについて、しっかりと再検討すべきではないでしょうか。実際に選挙

権を 16 歳以上に付与している国々があることも考える時、18 歳以上という条件は、合理性に乏

しいと考えます。 

 

② 義務教育終了前（0歳～15歳）の人々について 

「この人々は、未熟だから選挙権を与えない」ということは理解できます。実際、この人々が単

独で投票行動を行うことは不可能でしょう。 

ただ、1945 年に選挙権条件が定められた時点では、現下の大問題である少子高齢化の状況につ

いては、恐らく予見されていなかったであろうと思います。少子高齢化の進捗に伴い、民主主義

国家においては、シルバー民主主義iという新たな問題が生じてきました。そして、高齢化のトッ

プランナーである日本においては、シルバー民主主義の影響は最も過酷です。 

この問題を解消するには、高齢者の選挙権パワーを減じて、老・中・若のバランスを均衡させる

以外に道はありません。その解消策の一つのプランとして、中若年層の選挙権パワーウエイトの

引き上げを図るべく、この義務教育終了前の人々にも選挙権を付与し、その選挙権を親権者が代

理執行するという方策iiも考えられます。 

 

ただ、若年層への選挙権拡大について論じるとき、「若者は投票に行かず、選挙権を自ら無駄にして

いるのだから、そんな人々の選挙権について考える必要はない」という厳しい指摘があがります。正

にそのとおりで、前回 2012 年衆議院選挙では、60 歳代の投票率 74.93％に対して、20 歳代の投票率

は 37.89％と約半分の水準しかありませんでした。 

しかし、若者の無節操を指摘するのは簡単ですが、この著しい低投票率の背景には、若者の現行選

挙制度に対する敗北感や不信感があると考えます。若者は、日 『々少子高齢化』『社会保障負担の増大』

『年金負担の世代間不公平』といったキーワードに接しています。それで、具体的な統計数値は把握

していなくても、シルバー民主主義の問題を直感的に理解しているのではないでしょうか。そして、

その直感により、「どうせ投票しても、我々の声は届かない」という、不戦敗の道に逃げ込んでいるの

ではないかと推察します。 

 

残念ながら、若者の直感は正しく、シルバー民主主義の問題は大きく存在しており、今後も益々肥

大化していきます。現行選挙制度発足当初の 1950年には、有権者に占める 60歳以上の人々の割合は

14.2％に過ぎませんでした。しかしながら、2010年には 37.7％の割合を占める最大影響力集団になり

ました。そして、2030年には 45.2％という、ほぼ半数に近い水準まで増大します。相対的に、若者の

影響力は減少の一途をたどる事となります。 
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シルバー民主主義の問題は、前述のとおり、老・中・若の選挙権パワーをリバランスさせる以外に

解消策はありません。そのためには、現行選挙制度に何らかの改正を加えて変化を生じさせなければ

なりません。以下の図表は、前述の若年層への選挙権拡大策の導入が、選挙権パワーのリバランスに

及ぼす影響について試算したものです。最も大胆な策を導入しない限り、シルバー民主主義の問題は

大きく解消されないことが示される結果となりました。 

 

図表  世代別選挙権パワーバランス（有権者の世代別割合）の推移 

 

 

（資料）  1950～2010 国勢調査、2030 社人研・中位推計 より 筆者作成 

（試算）  2030＊Ａ   2030年時点で、20・30代に 18～19歳を加える 

2030＊Ｂ   ＊Ａに更に 16～17歳を加える 

2030＊Ｃ   ＊Ｂに更に０～15歳を加える（20・30代及び 40・50代である親権者が代理投票） 

 

日本は高齢化問題のトップランナーであるだけに、シルバー民主主義問題の解決についても、最も

早い対応を迫られています。一日も早く、『超高齢社会における選挙制度のあり方』について、国民的

議論がスタートすることを望みます。 

 

                                                
i  少子高齢化の進行で有権者に占める高齢者(シルバー)の割合が増し、高齢者層の政治への影響力が増大する現象。 
ii 子供にも選挙権を付与し、親がその選挙権を子供に代わって行使して投票する。例えば、親 2 人子１人なら、その世帯は、

３人分の投票ができる。子供の選挙権を、両親のどちらが行使するのかといった問題については、一人あたり 2 口の投票用

紙を配布するといった、技術的な工夫で対応可能であろう。この場合、親 2 人子 1 人なら、その世帯の投票用紙は 6 枚であ

り、各親が 3 枚ずつ行使する。 
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